
生ごみ受け入れ 

可能！！ 

※毎週日曜日 

坂の上不燃物等中継施設での 

生ごみ受け入れについて 
 

 

町内の不法投棄の増加、また集積所への地域外からの持ち込み等の

状況を踏まえ、令和２年４月より毎週日曜日のみ生ごみの受け入れを

試験的に開始します。 

 

 

 

 

 

ただし収集ルールに則っていないものは受け入れできませんので、

係員の指示に従ってください。 

 

 

受け入れ日時： 令和２年４月からの毎週日曜日 

        ９：００～１２：００、１３：００～１６：３０ 

受け入れ内容： 生ごみを含む燃やせるごみ（青袋）【※二重袋禁止】 

 
※二重袋とは、新聞紙等でごみ袋全体を覆っているものや、新聞紙や紙袋、色付きの袋などで個

包装されている中身が見えないごみ袋を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

<問い合わせ先＞ 

環境水道課 環境対策係 

ＴＥＬ：２７－８０１０ 

✕ ✕ 


